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役員等報酬規程 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人福田会（以下「この法人」という。）の定       

款に基づき、役員、評議員及び評議員選任・解任委員（以下「役員等」と総称す

る）の報酬並びに費用に関する支給基準について定めることを目的とする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、役員とは、理事及び監事をいい、評議員及び評議員選任・

解任委員とあわせて役員等という。 

２ 報酬は、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支払われるもの

である。 

 

（理事会、評議員会及び評議員選任・解任委員会の出席報酬等） 

第３条 理事長及び理事が理事会に出席したとき、または、法人の業務を行った時は、

別表１により１日分の報酬を支払うことができる。なお、理事会等の日程にあわせ

て法人の業務を行った場合には、別途第６条の報酬を支払わないものとする。 

２ 評議員が評議員会に出席したとき、または、法人の業務を行った時は、別表１

により１日分の報酬を支払うことができる。なお、評議員会の日程にあわせて法

人の業務を行った場合には、別途第６条の報酬を支払わないものとする。 

３ 評議員選任・解任委員が評議員選任・解任委員会に出席したときは、別表１に

より１日分の報酬を支払うことができる。 

 

（監事の報酬等） 

第４条 監事が理事会等に出席したときは、別表１により１日分の報酬を支払うこと

ができる。また、理事会等にあわせて監事業務を行った場合であっても、別途第６

条の報酬を支払わないものとする。 

２ 監事が理事会以外の日において、監査の業務にあたった場合は、別表１により

報酬を支払うことができる。 

 

 （退職時功労金） 

第５条 在任期間中、特に功労があったと認められる役員等の退職時、理事会にお

いてその都度功労金の額を審議・承認のうえ、評議員会の決議を経て功労金を支

給することができる。 

 

（報酬等の支給方法） 



第６条 役員等の報酬は、その金額を通貨で直接本人に支給する。 

２ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 

 

（費用） 

第７条 交通費は、実費を支給する。 

 

（適用除外） 

第 8条 施設の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。但し、第 5条を除く。 

（改正） 

第９条 本規程の改廃は、評議員会の議決による。 

 

付 則 

 

この規程は、平成２１年１２月１日より適用する 

この規程は、平成２７年４月１日より適用する 

この規程は、平成２９年４月１日より適用する 

この規程は、令和３年６月１日より適用する 

 

別表１（日額） 

 

 

区分 

 

報 酬 

  

理事会出席報酬等 
           

20,000円 

評議員会出席報酬等 
 

20,000円 

評議員選任・解任委員会

出席報酬等 

 

20,000円 

 

監事業務報酬等 

 

50,000円 

 


